
 ◎平成２８年８月農業委員会議事録 

 
開 催 日 時  平成２８年８月１０日（水） 午前９時３０分 
 
開 催 場 所  嘉島町役場３階中会議室 
 
農業委員出席者  下田 司 髙木勝美 西岡敏春 佐藤光志 

岡 牧生 中山 忍 林田 篤 本田博士 
山内秀一 森下文夫 森田義美 吉田二郎   

 友田 廣 岩永俊夫 村上卓也 榮  恵 
         松永雄治 
 
事務局出席者   春日公和 松永浩典 甲斐ひとみ 
 
１ 開  会   春日事務局長 
 
２ 会長挨拶   下田会長 
 
３ 議事録署名人指名 下田議長 
  議事録署名人として、友田 廣委員、中山 忍委員を指名する。 
 
４ 議  事   
１） 報告第 ９号 農地法第１８条の合意解約について 
２） 報告第１０号 農地法第３条の届出について 
３） 報告第１１号 農地法第５条の届出について 
４） 議案第 ９号 農地法第３条の許可申請について 
５） 議案第１０号 農地法第４条の許可申請について 
６） 議案第１１号 農地地利用集積計画承認申請第４条の許可申請 
７） 議案第１２号 農用地利用集積計画承認について 
８） 議案第１３号 秋の農作業基準賃金の設定について 
９） その他 

 
５ 閉  会 
 
 ○報告第９号 農地法第１８条第６項の規定による通知について               



議  長  それでは議事に入らせていただきます。 
報告第６号農地法第１８条第６項の規定による通知が１件あって

おります。 
事務局より説明お願いいたします。 
議案書をご覧ください。通知者。賃貸人。嘉島町上六嘉○○○○

番地○。○○○○。賃借人。嘉島町上六嘉○○○○番地。○○○○。

物件が上六嘉鈴町○○○○－○。田。５７９㎡。契約の内容が平成

２４年２月１日から平成２９年１月３１日までの５年契約です。合

意解約で成立日が平成２８年７月２２日。土地の引き渡し日が平成

２８年７月２２日でございます。 
以上です。 

 
議  長  ただいま説明がありました案件は、合意解約でございますので報

告のみで終らせていただきます。 
  
 ○報告第１０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
議  長  続きまして報告第１０号農地法第３条の規定による届出が１件あ

っております。 
事務局より説明お願い致します。 

 
事務局   農地法第３条の３第１項の規定による届出がありましたのでご説

明いたします。 
議案書をご覧ください。番号１。通知者。所有者。嘉島町北甘木

○○○○番地。○○○○。取得者。嘉島町北甘木○○○○番地。○

○○。申請物件が井寺上官塚○○○。畑。２２８㎡。北甘木剣原○

○○○－○。畑。７６０㎡。北甘木剣原○○○○－○。畑。２９㎡。

北甘木剣原○○○○－○。畑。１３８㎡。北甘木剣原○○○○－○。

畑。１３８㎡。北甘木八反畑○○○○。田。２９３㎡。北甘木八反

畑○○○○。田。１４６９㎡。合計の田、１７６２㎡。畑、１２９

３㎡。合計の３０５５㎡。権利の内容が所有権。取得事由が相続で

す。権利取得日が平成２８年６月２９日。届出日が平成２８年７月

１４日です。あっせん等の希望はありません。 
      以上でございます。 
 
議  長  ただいま説明のありました案件は、所有権の移転でございますの

で報告のみで終わらせていただきます。 



 ○報告第１１号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用の届出に

ついて 
議  長  続きまして報告第１１号農地法第５条第１項第６号の規定による

農地転用の届出が１件あっております。 
      事務局より説明お願いいたします。 
 
事務局   それでは報告いたします。番号１。申請人。譲渡人。嘉島町大字

鯰○○○○番地○。○○○○。譲受人。嘉島町大字鯰○○○○番地。

○○○○○○○。申請物件。鯰久保○○○○－○。畑。９５㎡。申

請理由は駐車場です。では次のページをお願いします。位置図にな

ります。場所は鯰集落内になります。次のページをお願いします。

字図になります。 
      以上です。 
 
議  長  ただいま説明のありました案件は、市街化区域の農地転用でござ

いますので報告のみで終わらせていただきます。 
       
○議案第９号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議  長  続きまして議案第９号農地法第３条の規定による許可申請が１件

あっております。 
      それでは番号１について、事務局より説明お願いします。 
 
事務局   説明いたします。議案書をご覧ください。申請人。譲渡人。嘉島

町上六嘉○○○○番地。○○○○。譲受人。嘉島町上六嘉○○○○

番地。○○○○。申請物件が下六嘉平柳○○○－○。田。９３５㎡。

北甘木小迫原○○○。畑。８２９㎡。北甘木塔ノ木○○○○－○。

畑。４０３㎡。北甘木塔ノ木○○○○－○。畑。１６㎡。北甘木尻

久保○○○○－○。田。７６㎡。北甘木尻久保○○○○－○。畑。

３２７㎡。北甘木八反畑○○○○。田。７６６㎡。北甘木八反畑○

○○○－○。田。５００㎡。北甘木八反畑○○○○－○。田。７０

２㎡。上六嘉火渡○○○○－○。田。４４１㎡。上六嘉火渡○○○

○－○。田。５２㎡。上六嘉今町○○○○－○。田。８００㎡。上

六嘉今町○○○○－○。田。７１７㎡。上六嘉今町○○○○－○。

田。１０００㎡。合計の７，５６４㎡です。譲受人の経営状況は、

耕作面積が田２１，５０３㎡。畑１，５７５㎡。合計の２３，０７

８㎡です。家族数が４人。労働力が３人です。農機具がトラクター、



田植機、コンバインです。申請理由が譲渡人の申し出によるためと

なっております。 
では整理番号１の検討事項について説明いたします。譲渡人の農

地全筆を同一世帯の後継者である譲受人へ贈与するための申請です。

譲渡人は、以前から申請農地を耕作していましたが、今年に入って

体調を崩し、今後は耕作が困難と見込まれるため今回の申請にいた

りました。本議案について、申請書等に記載された内容が、当該基

準に適合するか否か検討した結果を説明します。 
まず、使用収益権についてですが、畑３筆については、小作契約

等は結ばれておりませんので問題ありません。田に関しては、昨年

度の農地中間管理事業で、利用権が○○○○○○○に設定されてお

り、当初は構成員である譲渡人が管理する予定でした。今回農地を

取得する予定の譲受人は、○○○○の構成員ではありませんが、譲

渡人から譲受人へ名義変更を行うことで、構成員となることが可能

であるため、使用収益権については問題ないと考えられます。 
次に、全部効率利用要件については、譲受人への聴取、地元農業

委員である○○委員と現地調査をした結果、農地のほとんどは効率

的な利用がなされていたものの、一部の集落内の農地が遊休化しつ

つあることが確認されています。そのため、譲受人には口頭で農地

の維持管理を支持し、権利取得後の農地についても農地の効率的な

利用について継続して指導することといたします。 
次に、譲受人の農作業常時従事要件ついては、本人及び農業従事

者が農作業に常時従事している旨の記載が、申請書にあるため、要

件を満たすものと判断します。 
次に、譲受人の、権利取得後における、農地の経営面積が、下限

面積に達しているかについてですが、申請当時の経営面積が２３，

０７８㎡であるため、問題ありません。 
最後に地域との調和要件ですが、譲受人は、申請地を以前から耕

作しており、権利取得後も、周辺の農地の農業上の利用に影響を及

ぼすことがないように耕作するということなので、問題ないと考え

ます。 
      以上でございます。  
 
議  長  ただいま詳しい説明がございましたが、何かご意見、ご質問はご

ざいませんか。 
      何もないようですので承認でよろしいでしょうか。 



 
委  員  はい。（委員一同） 
 
議  長  それでは承認とさせていただきます。 
      
○議案第１０号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議  長  続きまして議案第１０号農地法第４条の規定による農地の転用許

可申請が２件あっております。番号１について、事務局より説明お

願い致します。 
 
事務局   それでは説明いたします。番号１。申請人。嘉島町大字下六嘉○

○○○番地。○○○○。申請物件。下六嘉中市○○○○。田。９４

０㎡。申請理由は貸駐車場です。施設の概要は砂利敷きとなってお

ります。農用地区域でない旨の証明書はあります。隣接同意書、資

金証明書、開発許可は全て不要となっております。地元委員は○○

○委員となっております。次のページをお願いします。位置図を添

付しております。三郎無田の○○の東側の三角形の農地になります。

次のページに字図を添付しております。さらに、配置図を添付して

おります。こちらの配置図のように駐車場を計画されております。 
以上になります。 

 
議  長  次に地元委員であります○○委員より報告をお願いします。 
 
○○委員  先日、事務局と現地を確認しましたので、その状況を報告します。 

申請地は、三郎無田集落内の南端の農地で、嘉島中央土地改良区の

甲種農地とは県道で分断されていますが、圃場整備された農地であ

るため、１種農地と思われます。 
申請地の南東にある○○○○の駐車場が不足している状況で、地

域の要望による農地転用申請と聞いております。 
営農上の支障については、駐車場でもありますので、日照、通風

等営農上の支障はないものと思われます。 
農地も狭く、効率的な農作業が出来ない状況で、転用申請はやむ

を得ないものと思われます。 
委員の皆様の慎重なるご審議をよろしくお願いし、地元委員の説

明を終わります。 
 



議  長  ありがとうございました。 
      続きまして事務局より検討事項について説明お願いします。 
 
事務局   それでは、検討事項について説明します。 

農地区分につきましては、申請地は、甲種農地である嘉島中央土地

改良区圃場とは県道で分断されていますが、圃場整備された農地で

あるため、１種農地と判断します。 
通常、１種農地は転用することは出来ませんが、不許可の例外規

定にあります申請地周辺に居住する者の業務上必要な施設で集落に

接続して設置されるものは許可の対象となります。また、申請理由

が貸駐車場であるため、日照、通風等栄農上の支障はないものと思

われます。 
総合的に判断した結果、他への代替性もなく農地への影響もない

ことから、申請は許可相当と判断します。 
事務局からは以上です。 

 
議  長  ただいま地元委員、事務局より詳しい説明がございましたが、何

かご意見、ご質問ございませんか。 
 
委  員  ありません。（委員一同） 
 
議  長  ありがとうございます。 

それでは承認とさせていただきます。 
続きまして、番号２について事務局より説明をお願いします。 

 
事務局   はい。では番号２について説明させていただきます。 

 申請人。熊本市中央区国府○丁目○番○号。○○○。申請物件。下

六嘉琵琶ノ甲○○○○。田。７４７㎡。同じく琵琶ノ甲○○○○－○。

台帳地目、田。現況地目、畑。２９㎡。同じく琵琶ノ甲○○○○－○。

台帳地目、田。現況地目、畑。１１１㎡。合計の８８７㎡です。申請

理由は農機具倉庫及び通路となっております。施設の概要は、倉庫２

棟となっております。農用地区域でない旨の証明書はあります。隣接

同意書は不要です。資金証明書はあります。開発許可は不要です。地

元委員は、○○○委員となっております。 
次のページをお願いします。位置図になります。こちらは、三郎無

田集落内の○○○○と○○○○の北側になります。 



 次のページをお願いします。字図を添付しております。２筆の細長

い農地が通路として使われる部分になっております。○○○○が倉庫

として使用される部分になります。 
次のページをお願いします。配置図を添付しておりますけれど、右

側の細長い縦のラインと横のラインが通路になっておりまして、その

下の農地の中に倉庫と空きのスペースが農機具と籾、種の乾燥干し場

ということで計画されております。 
説明は以上になります。 
 

議  長  次に地元委員であります○○委員より報告をお願いします。 
 
○○委員  先日、事務局と現地を確認しましたのでその状況を報告します。 

申請地は、三郎無田集落内にある１０ｈａ未満の未整備農地である

ため、農地区分としては２種農地になると思われます。 
農業上の支障についてですが、倉庫を保育園側に寄せて設置する

ため、日照、通風等、農作業上の支障はないものと思われます。 
周辺の土地利用の状況からも転用許可申請は妥当なものと思われま

す。 
 委員の皆様の身長寝るご審議をよろしくお願いし、地元委員の説

明を終わります。 
  

議  長  ありがとうございました。 
      続きまして事務局より検討事項について説明お願いします。 
 
事務局   それでは、検討事項について説明します。 
     農地区分につきましては、１０ｈａ未満の未整備農地であるため、

２種農地と判断します。 
      営農上の支障につきましては、集落側に倉庫を設置する計画とな

っているため、日照、通風等営農上の支障はないものと判断いたし

ます。 
      申請地は、平成２１年に耕作放棄地解消事業で県の補助金を利用

して再生した農地でありますが、事業から３年以上経過しており、

補助金の返還は発生しません。 
      総合的に判断した結果、他への代替性もなく周辺農地への影響も

ないことから、申請は許可相当と判断します。 
      事務局からは以上です。 



 
議  長  番号２について、地元委員、事務局より詳しい説明がございまし

たが、何かご意見、ご質問ございませんか。 
 
委  員  これは、どのくらいの面積の倉庫を建てられるのですか。 
 
事務局   奥行きがこの配置図でいうと、上の倉庫は５メートルくらいで、

手前の倉庫の奥行きが６メートルくらいで、広さが９メートルと１

２メートルくらいだったと思います。 
 
議  長  他に何かご質問ございませんか。 
      それでは、承認でよろしいでしょうか。 
 
委  員  はい。（委員一同） 
 
議  長  ありがとうございます。 

それでは承認とさせていただきます。 
 
○議案第１１号 農地法第５条の許可申請について 

議  長  続きまして、農地法第５条の規定による農地転用の許可申請が２

件あっております。番号１について事務局より説明をお願いします。 
 
事務局   はい。番号１について説明します。申請人。譲渡人。嘉島町大字

上六嘉○○○○番地○。○○○○。譲受人。嘉島町大字上島○○○

番地。○○○○○○○○。申請物件。上六嘉鈴町○○○○－○。田。

５７９㎡です。申請理由は資材置き場です。施設の概要は砂利敷き

です。農用地区域でない旨の証明書はあります。隣接同意書と資金

証明書はあります。開発許可は不要です。地元委員は○○○○委員

となっております。 
      次のページをご覧ください。位置図になります。西村集落内の○

○○○の南側の農地になっております。 
      次のページをお願いします。字図を添付しています。 
      次のページをお願いします。土地利用計画平面図と排水計画平面

図を添付しています。このようにして資材置き場として利用される

計画となっています。 
      説明は以上です。 



      
議  長  次に、地元委員であります、○○委員より報告をお願いします。 
 
○○委員  先日、事務局と現地を確認しましたのでその状況を報告します。 
     申請地は、西村集落内に位置した未整備の農地で、農地区分として

は２種農地になると思われます。 
      農業上の支障については、申請理由が資材置き場ですので、日照、

通風等支障はないものと思われます。 
周辺の土地利用の状況からも転用許可申請は妥当なものと思われ

ます。 
委員の皆様の慎重なるご審議をよろしくお願いし、地元委員の説明

を終わります。 
 
議  長  続きまして事務局より検討事項について説明お願いします。 
 
事務局   それでは、検討事項について説明します。  
     農地区分につきましては、西村集落内の未整備農地でありますので、

２種農地と判断します。 
      営農上の支障については、資材置き場ですので、日照、通風等営

農上の支障はないものと判断します。 
      総合的に判断した結果、小規模な未整備農地であり、周辺農地へ

の影響もないことから、申請は許可相当と判断します。 
      事務局からは以上です。 
 
議  長  番号１について、地元委員、事務局より詳しい説明がございまし

たが、何かご意見、ご質問はございませんか。 
      承認でよろしいでしょうか。 
 
委  員  はい。（委員一同） 
 
議  長  ありがとうございます。 

それでは承認とさせていただきます。 
      続きまして、番号２について事務局より説明をお願いします。 
 
事務局   はい。番号２について説明します。 
     申請人。譲渡人。嘉島町大字上島○○○○番地。○○○○。譲受人。



嘉島町大字上島○○○○番地○。○○○○。申請物件。上島蔵園○

○○○。田。３４０㎡。申請理由は個人住宅となっております。施

設の概要は木造平屋です。農用地区域でない旨の証明はあります。

隣接同意書は不要です。資金証明書はあります。開発許可は申請中

で見込みとなっております。地元委員は○○○委員となっておりま

す。 
      次のページをお願いします。位置図を添付しております。真ん中

の蛍光ペンで塗ってあるところになっておりまして、一つ下の道が、

○○○○につながっている道になります。 
      次のページに字図を添付しております。 
      さらに次のページに、排水施設計画平面図と土地利用計画平面図

を添付しております。計画しているところの北側が水路で、南側が

町道になります。 
      事務局からの説明は以上です。 
 
議  長  次に地元委員であります、私より報告いたします。 
      先日、事務局と現地確認しましたのでその状況を報告します。 
      申請地は、上島集落北側の未整備農地ですが、１０ヘクタール以

上の一団の農地集団であるため、１種農地と思われます。 
      農業上の支障についてですが、敷地境界からの離れを十分考慮し

た計画となっており、日照、通風等営農上の支障はないものと思わ

れます。 
      個人住宅ということで、地域活性化にもなり、農業上の支障もあ

りませんので、転用申請は妥当なものと思われます。 
      委員の皆様の慎重なるご審議をよろしくお願いし、地元委員の説

明を終わります。 
続きまして、事務局より検討事項について説明をお願いします。 

 
事務局   それでは、検討事項について説明します。 

農地区分につきましては、１０ヘクタール以上の広がりを持つ農地

集団の一部であるため、１種農地と判断します。 
営農上の支障につきましては、農地集団とは南側は町道、北側は水

路を挟んで接しておりますし、住宅も中央に寄せて計画されています

ので、日照、通風等営農上の支障はないものと判断いたします。 
通常、１種農地は転用することは出来ませんが、不許可の例外規定

にあります、集落に接続して設置される個人住宅に当たりますので、



許可要件を満たします。 
総合的に判断しますと、他への代替性もなく、周辺農地への影響も

ないことから、申請は許可相当と判断します。 
事務局からは以上です。 

 
議  長  番号２について、地元委員、事務局より詳しい説明がございまし

たが、何かご意見、ご質問はございませんか。 
 
委  員  ありません。（委員一同） 
 
議  長  それでは、承認でよろしいでしょうか。 

 
委  員  はい。（委員一同） 

 
議  長  それでは、承認とさせていただきます。 

 
○議案第１２号 農地法利用集積計画承認について 
議  長  続きまして、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画書について承認申請が８件あっております。 
      そのうち、○○委員の案件がございますので、そちらを先に審議

いたします。 
      ○○委員の退席を求めます。 

（○○委員退出） 
事務局より説明をお願いします。 

 
事務局長  はい。それではご説明いたします。 

農業経営基盤強化促進法第１３条第１項の規定による農用地の利

用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められ

たので、同法第１３条第４項の規定により同法第１８条第２項各号の

事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを町長に対し要

請するものです。新規の利用権設定の計画が６件、１４，２２６㎡で

す。所有権の移転が２件、６２７１㎡です。合計面積が２０，４９７

㎡です。このうち、○○委員の案件が９８８㎡組まれております。で

は、議案書の２ページをご覧ください。利用権一覧表の下から３段目

になります。利用権の設定期間が１０年。○○○○委員の分でござい

ます。現経営面積が６８，５６６㎡。田が、９８８㎡。新規の利用権



設定となりまして、合計面積が、６９，５５４㎡となります。それで

は、各筆明細の８ページをご覧ください。○○委員と○○○○さんの

利用権設定です。上六嘉苗床○○○－○。田。９８８㎡。期間が平成

２８年９月１日から平成３８年８月３１日の１０年契約です。使用貸

借の設定です。以上でございます。よろしくお願いいたします。 
 
議  長  ただいま詳しい説明がございましたが、何かご意見ご質問はござ

いませんか。何もなければ承認でよろしいでしょうか。 
 
委  員  はい。（委員一同） 
 
議  長  ありがとうございます。 
      それでは承認とさせていただきます。 

では、○○委員の入室を認めます。 
（○○委員入室） 
○○委員の案件は承認されましたので、報告します。 
それでは、残りの案件の説明を事務局よりお願いします。 

 
事務局   はい。では、２ページをご覧ください。賃借権設定。存続期間、

５年。○○○○さん。現経営面積が４７，３４６㎡。今回利用権設

定されます田が、４，８６５㎡。合計面積が５２，２１１㎡となり

ます。 
次に１０年でございます。○○○○さん。現経営面積が５１，２４

０㎡。新規で利用権設定される田が、２，９７１㎡。合計の５４，２

１１㎡です。同じく１０年で、○○○○○○○でございます。田が、

３，８７９㎡です。それから、○○○○○○○で、現経営面積が３，

４０６，４５７㎡。新規で田が、１，００４㎡。合計が３，４０７，

４６１㎡です。次に使用貸借権設定でございます。５年契約で○○○

○さん。現経営面積が１２，２７２㎡。利用権設定をする田が、５１

９㎡。合計が１２，７９１㎡です。所有権の移転でございます。○○

○○さん、○○○○さん。現経営面積が１３１，９２８㎡。今回、所

有権の移転が、○○からの売り渡しでございます。田の、３，２４８

㎡。合計面積が１３５，１７６㎡となります。続きまして、同じく所

有権の移転でございます。○○○○さん。現経営面積が３９，４３３

㎡。売り渡しが田の、３，０２３㎡。合計が４３，４５６㎡となりま

す。今回の計画合計面積が３，７７３，８６０㎡です。続きまして、



３ページをご覧ください。○○○○さんと○○○○さんの利用権設定

でございます。３筆の４，８６５㎡でございます。賃借権設定で５年

となっております。 
次が、○○○○さんと○○○○さんの利用権の設定でございます。

１筆で２，９７１㎡となっております。 
次のページが、○○○○と○○○さんの利用権設定でございます。

５筆で３，８７９㎡となっております。 
続きまして、次のページが○○○○○○○と○○○○さんの利用権

の設定でございます。１筆で１，００４㎡でございます。 
次が、○○○○さんと○○○○さんの利用権設定でございます。１

筆で５１９㎡でございます。 
９ページでございます。所有権の移転でございます。○○○○さん

が○○からの譲受でございます。１筆の３，２４８㎡。１０a 当たり

の１，２２４，７５４円。売買金額が３，９７８，０００円となりま

して、引渡しの時期が平成２８年８月１５日となっております。経営

がトマト、米、麦、大豆でございます。 
次が、○○○○さんと○○の譲渡しです。下六嘉中新開の１筆で３，

０２３㎡。水田でございます。１０ａ当たりの単価は９１１，０１６

円。対価としまして、２，７５４，０００円となっております。引渡

しの時期が８月１５日でございます。 
以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の要件であります集積計画の内容が町の基本構想に適合し、設定を受

けた後において備える要件、農用地のすべてにおいて耕作の事業を行

うこと。必要な農作業に常時従事すること。対象農地を効率的に利用

して耕作を行うこと。権利者の２分の１以上の同意が得られているな

どの要件を満たしております。 
よろしくご審議をお願いします。 
 

議  長  ただいま詳しい説明がございましたが、何かご意見、ご質問はご

ざいませんか。 
      何も無いようでしたら、承認でよろしいでしょうか。 
 
委  員  はい。（委員一同） 
           
議  長  ありがとうございます。 

それでは、承認とさせていただきます。 



 
○議案第１３号 平成２８年度秋の農作業基準賃金の設定について 
議  長  続きまして、議案第１３号平成２８年度秋の農作業基準賃金の設

定について審議いたします。 
      それでは、事務局より説明をお願いします。 
 
事務局   それでは、説明いたします。議案書をご覧ください。農業者への

情報提供ということで、農作業の賃金情報をおはかりしております

が、今月は秋の農作業基準賃金についてご審議いただきます。平成

２８年度の秋の農作業基準賃金につきましては、空欄にしておりま

す。参考に２７年度の秋の農作業基準賃金を載せておりますので、

昨年と比較して変更したほうがいい作業賃金があれば、ご意見をい

ただきたいと思います。これは、個人間での農作業委託料の目安と

なります。ちなみに、ここ数年は据え置きとなっております。よろ

しくご検討のほどお願いします。 
 
議  長  ただいま、説明がございましたが、いかがいたしましょうか。 

２８年度は２７年度のそのままの金額でよろしいでしょうか。 
 

委  員  はい。（委員一同） 
 
議  長  それでは、承認とさせていただきます。 
      本日提案されました案件は、すべて終了いたしました。 
      続きまして、その他となっております。委員の皆様から何かござ

いませんか。 
 

事務局   では、事務局から。田畑売買価格等に関わる調査といたしまして、

毎年ですね、田畑売買価格を調査して、県に報告することになって

おります。資料はみなさんお持ちでしょうか。例年、昨年度の売買

価格を出して、農業委員さんがたにご意見いただいて、ご意見いた

だいた後の価格を報告しております。昨年度の事例を元に、出した

価格が報告に載っている数字となります。田が、１５０万円くらい

だったので、それに比べると低くなっております。畑については事

例が無かったので、去年と同じ７０万円で報告させていただこうと

思います。次のページに、３条売買で取り引きされた、農地と値段

が固定資産税とかがあります。一応、こちらから出した値段となっ



ておりますが、実際、平成２６年度の実例を出したら１００万円く

らいだったので、農業委員さんたちの意見をいただいて報告してお

ります。 
 
委  員  集落内開発地域の値段はどうなっているのか。 
 
事務局   一応、旧六嘉村と旧大島村で分けて報告しておりますが、値段の

ばらつきがありますので、ご審議いただけたらと思います。実際は、

ここ数年価格が下がっているようですが、１５０万円で六嘉村も大

島村も報告してよろしいでしょうか。 
 
委  員  はい。（委員一同） 
 
事務局   では、農用地区域、副白地区域ともに１５０万円でご報告させて

いただきます。固定資産税評価額というのもございまして、行政シ

ステムより抽出して平均を取ったものですが、このままで報告して

よろしいですか。去年は１３８，０００円で報告していました。で

したら、このままで報告させていただきます。よろしくお願いしま

す。 
      それから、別件になりますが、農業委員会憲章というのをお配り

しておりますが、５月２６日に開催された、全国農業委員会会長大

会で採択されたものになっております。今後の農業委員会の指針が

示されているものになっておりまして、読ませていただきます。 
      私たち農業委員会は、農業・農村を守り、その健全な発展に寄与す

るため、法令遵守と高い倫理観を持ち、農業委員と農地利用最適化推

進委員が一体となって、以下の憲章を遵守することを誓います。 
      一つ、農業委員会は、農業・農村の代表として、食料・農業・農村

の基本計画の実現に努め、国民の期待と信頼に応えます。 
一つ、農業委員会は、食料の自給率と自給力を維持・向上させるた

め、適正な農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めます。 
一つ、農業委員会は、農地利用の最適化をめざし、担い手への農地

利用の集積・集約化、遊林農地の発生防止・解消、新規参入の促進に

努めます。 
一つ、農業委員会は、認定農業者や新規参入者等の意欲ある担い手

の育成・確保と経営支援を強化し、農業・農村の持続的発展に努めま

す。 



一つ、農業委員会は、暮らしと経営に役立つ情報の収集に努め、活

力ある農業と農村社会をめざします。 
ということで、憲章が定められております。それから、別件になり

ますが、公務災害補助制度というのがありまして、これは、農業委員

として活動しているときに、怪我とか入院をされた場合に、お金が出

ますよというものですが、例年加入していただいております。Ａ型に

一口ずつ加入していただいておりますが、今年も加入していただくと

いうことでよろしいでしょうか。 
 
委  員  はい。（委員一同） 
 
事務局   それで、こちらの保険料については、９月の報酬から引かせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
      来月の農業委員会ですが、１０日が土曜日になりますので、９月

１２日の月曜日に開会したいと思います。場所はこちらで行いたい

と思いますので、また、通知で連絡いたします。 
  
委  員  ひとつ質問いいですか。 
      経営面積のことですが、実際の経営面積とここに載っている面積

が違うということは、何か。 
  
事務局   本当は、経営面積は○○に貸したり、○○○○○○○に貸してし

まうと、その方の経営面積にはならないのですよ。○○○○の経営

面積になって、貸してしまうとどうしても、経営面積が下がってし

まうのですね。例えば、認定農家さんの場合は、○○○○に貸した

筆分の面積が減ってしまうような状態になるので。 
 
委  員  耕作面積はそのまま出るわけ。 
 
事務局   耕作面積は出るのですが、実際、経営面積で報告する場合はです

ね、自分で耕作していたとしても、自分の筆を○○○○○○○に預

けて、それをまた自分が耕作したとしても、経営面積にはその面積

を含まないことになってしまうんですよね。 
 
委  員  証明書を取るときにはどうなるの。 
 



事務局   説明では、○○○○からその面積を耕作していますよという証明

を出してもらう形になってしまうのですね。なので、もし全筆預け

ていて、全筆自分でしている場合は、嘉島町の耕作証明書はゼロに

なってしまいますが、○○○○○○○から耕作していますよという

証明を出してもらう形になります。 
 
委  員  全部預けてしまったら、その本人さんは農業経営者じゃないわけ。 
 
事務局   認定農家さんは、水田の総面積計画プラス畑プラス○○○○から

の管理指示書が筆ごとに載っていますので、その分のプラスが現耕

作面積になりますね。○○○○からは管理指示書が出ていますので、

それで管理をしますということになるので、その写しを付ければ。

○○を通して認定農家が直接借りている場合は、そのまま認定農家

がしていることになります。 
 
委  員  入っていますか。 
 
事務局   はい。それは入っています。 
      ○○○○○○○経由が入らないのです。 
      農家住宅を建てるときの耕作証明書はですね、○○○○に確認し

て、ちゃんとその方が耕作しているか確認できれば、その耕作面積

をあげて証明している状態なのでですね、今は。 
 
議  長  他に何かございませんでしょうか。 
 
委  員  農地パトロールはいつごろ。 
 
事務局   来月、農地パトロールをする予定です。 
      なので、農業委員会が終わったあと、東と西に分かれて、町内の

遊休農地と言われる場所を見て回りたいと思います。 
 
委  員  遊休農地の確保ということで、調査しなければいけないですね。 
      １１月頃までに調査を出さなければいけないのでは。 
 
事務局   今年からちょっと変わってですね、農地利用状況調査は一年に一

回、８月頃に実施しなければならないということになったのですね。 



      嘉島の全筆が対象になっておりまして、その農地利用状況調査で

遊休農地の把握をして、その把握した遊休農地の所有者に、今後は

この農地をどうしていきたいのか意向調査を実施して、耕作しませ

んと返ってきた場合は、税金が１．８倍に上がるのですよ。ですの

で、今後、利用状況調査にもお手伝いいただくことになると思いま

す。また、ご協力よろしくお願いいたします。 
 
委  員  パトロールは来月ですね。 
 
事務局   はい。パトロールは別で。 
      おそらく、皆さんにこの辺りを見といてくださいとお渡しして、

確認をお願いすることになるかと思います。 
       
委  員  無断転用箇所がですね、何回言っても、右から左に流されるので

すよね。そういうのがいくつもあるのではないですか。そこを黙っ

ておくと農業委員会が認めた形になるのでですね、みんなまねされ

るのでですね。 
 
事務局   県内の会議や、郡内の会議でもその話になってですね、なかなか

市町村の対応が難しいところがあるのですね。 
 
議  長  それでは、本日の農業委員会はこれをもちまして閉会いたします。 
 
 前記のとおり会議次第を記録し、これを証するため署名する。 
 

平成２８年８月１０日 
    

                会 長  下 田  司 
  
                委 員  友 田  廣   
  
                委 員  中 山  忍 


